○河内長野市おおさか河内材活用支援事業補助金交付要綱
令和３年３月２２日
要綱第２４号
（趣旨）
第１条　この要綱は、おおさか河内材（大阪府が実施するおおさか材認証制度により登録された認定事業者（以下「認定事業者」という。）が製材した「おおさか材」のうち、河内長野市、千早赤阪村及び河南町で伐採し、かつ、搬出され、産地に関する証明が可能である木材をいう。以下同じ。）の利用促進並びに林業及び木材産業の活性化を図るため、予算の範囲内で交付する河内長野市おおさか河内材活用支援事業補助金（以下「補助金」という。）について、河内長野市補助金交付規則（平成１４年河内長野市規則第１８号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
（補助対象事業）
第２条　補助金の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、おおさか河内材の振興に寄与すると認められ、事業実施年度内に完了するものとし、当該補助金は１会計年度につき、次項に規定する事業区分のいずれか１回までとする。
２　補助対象事業の事業区分は、次のとおりとする。
　(1) おおさか河内材の使用量に応じた補助事業（以下「使用量補助事業」という。）
　(2) おおさか河内材の使用表面積に応じた補助事業（以下「使用面積補助事業」という。）
３　使用量補助事業は、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。
  (1) おおさか河内材を０.１立方メートル以上使用していること。
(2) 市内において、おおさか河内材を使用して次のいずれかを行うものであること。ただし、ウにあっては、ア又はイに併せて実施する場合に限る。
ア　自ら使用（第三者への賃借や不動産会社等による販売を含む。）する住宅、店舗等（これらと同一敷地内に所在する門その他工作物を含む。以下「店舗等」という。）の新築又は増改築（以下「新築等」という。）するもの
イ　店舗等の腰壁（腰板）、屋根、外壁等の内装及び外装を整備（以下「内外装整備」という。）するもの
ウ　備品（性質及び形状が変わることなく、比較的長期間にわたって使用可能な物又は保存に耐えて財産価値のある物をいう。）を整備するもの
　(3) 事業内容が建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）その他の法令に抵触しないもの（以下「合法事業」という。）
[bookmark: _GoBack](4) 国、地方公共団体又はこれらに準ずる団体から交付を受ける又は受ける予定の補助金の事業対象となっていないもの（以下「国等補助対象外事業」という。）
４　使用面積補助事業は、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1) 厚み１０ミリメートル以上のおおさか河内材を表面積０.１平方メートル以上使用していること。
(2) 市内において、おおさか河内材を使用して新築等又は内外装整備のいずれかを行うもの
　(3) 合法事業かつ国等補助対象外事業であること。
（補助対象者）
第３条　補助の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、補助対象事業を実施する者（当該事業を複数の者で実施する場合は、その代表者）であって、市長から木材利用事例としてのPR等の協力依頼（以下「協力依頼」という。）に応じる者とする。ただし、次に掲げるものは除く。
(1)　市税等を滞納しているもの
(2)　河内長野市暴力団排除条例（平成２６年河内長野市条例第２２号）第２条第１号の暴力団又は代表者若しくは役員等が同条第２号に規定する暴力団員若しくは同条第３号に規定する暴力団密接関係者に該当すると認められるもの
(3)　法人の代表者が懲役若しくは禁錮の刑に処され、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでのもの
(4)　その他市長が適当でないと認めるもの
２　不動産会社等が補助対象事業で新築等をした住宅を販売する場合は、当該不動産会社等は当該販売した者が市からの協力依頼に応じるよう調整することとする。
（補助金額）
第４条　補助金の額は、別表に定めるとおりとする。
（交付の申請）
第５条　補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、河内長野市おおさか河内材活用支援事業補助金交付申請書（様式第１号）に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
（交付の決定）
第６条　市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査するとともに、必要に応じて現地調査等を行い、補助金を交付すべきものと認めるときは、補助金の交付を決定し、河内長野市おおさか河内材活用支援事業補助金交付決定通知書（様式第２号）により、当該申請者に通知するものとする。
２　市長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
（補助事業内容の変更等）
第７条　前条第１項の規定による決定の通知を受けた者（以下「交付決定者」という。）は、補助金の交付の決定を受けた事業（以下「交付決定事業」という。）の内容を変更しようとするときは、あらかじめその内容、理由その他必要な事項を記載した河内長野市おおさか河内材活用支援事業補助金変更交付申請書（様式第３号。以下「変更交付申請書」という。）に関係書類を添えて、市長の承認を受けなければならない。ただし、おおさか河内材の使用量の５割未満の減少その他軽易な変更については、この限りでない。
２　市長は、変更交付申請書の提出があった場合において、当該申請の内容が適当であると認めるときは、河内長野市おおさか河内材活用支援事業補助金変更交付決定通知書（様式第３号の２）により当該申請者に通知するものとする。
（中止等の承認）
第７条の２　交付決定者は、交付決定事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめその内容、理由その他必要な事項を記載した河内長野市おおさか河内材活用支援事業補助金交付決定事業中止等承認申請書（様式第３号の３。以下「中止等承認申請書」という。）を市長に提出し、その中止等の承認を受けなければならない。
２　市長は、中止等承認申請書の提出があった場合において、中止等を承認するときは、河内長野市おおさか河内材活用支援事業補助金交付決定事業中止等承認書（様式第３号の４）により当該申請者に通知するものとする。
（実績報告）
第８条　交付決定者は、交付決定事業が完了したときは、河内長野市おおさか河内材活用支援事業補助金実績報告書（様式第４号）に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
（補助金の額の確定）
第９条　市長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金の額を確定し、河内長野市おおさか河内材活用支援事業補助金額確定通知書（様式第５号）により、確定内容を交付決定者に通知するものとする。
（補助金の請求等）
第１０条　前条の規定による通知を受けた交付決定者は、速やかに河内長野市おおさか河内材活用支援事業補助金交付請求書（様式第６号）を市長に提出しなければならない。
２　市長は、前項の規定による請求があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
（交付決定の取消し）
第１１条　市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1)　偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2)　補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3)　この要綱の規定及び法令等に違反したとき。
(4)　その他市長が補助金の交付が適当でないと認めたとき。
（補助金の返還）
第１２条　市長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金が既に交付されているときは、期限を定めて、その取消しに係る補助金の返還を命ずるものとする。
（帳簿等の整備及び保管）
第１３条　交付決定者は、当該交付決定事業に係る収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類を整備し、補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の翌年度から起算して１０年間保管しなければならない。
（状況報告及び調査）
第１４条　市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、交付決定者に対し、随時、補助金の使用について必要な指示をし、検査し、又は報告させることができる。
（補足）
第１５条　この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附　則
この要綱は、令和３年４月１日から施行する。
附　則（令和４年３月２８日要綱第１９号）
この要綱は、令和４年４月１日から施行する。
附　則（令和４年４月１５日要綱第２９号）
この要綱は、公布の日から施行する。
附　則（令和７年３月３１日要綱第３８号）
この要綱は、公布の日から施行する。
附　則（令和８年　　月　　日要綱第　　号）
この要綱は、令和８年４月１日から施行する。
別表（第４条関係）
	事業区分
	おおさか河内材の使用量
	補助金額
	補助金の上限額

	使用
量補
助事
業
	５m³まで
	１００，０００円×使用量（m³）
	５００，０００円

	
	１０m³まで
	５００，０００円＋９０，０００円×（使用量（m³）－５m³）
	９５０，０００円

	
	１５m³まで
	９５０，０００円＋８０，０００円×（使用量（m³）－１０m³）
	１，３５０，０００円

	
	２０m³まで
	１，３５０，０００円＋７０，０００円×（使用量（m³）－１５㎥）
	１，７００，０００円

	
	２０m³を超える
	１，７００，０００円＋６０，０００円×（使用量（m³）－２０m³）
	２，０００，０００円

	使用
面積
補助
事業
	
	３，０００円×使用表面積（㎡）
	２００，０００円


備考
　１　使用量補助事業における使用量とは、補助対象事業の実施のために認定事業者から購入したおおさか河内材の量とし、使用量に０.１立方メートル未満の端数がある場合は、これを切り捨てた値とする。
　２　使用面積補助事業における使用表面積とは、補助対象事業の実施のために認定事業者から購入したおおさか河内材を内外装等に使用した箇所の表面積とし、使用表面積に０.１平方メートル未満の端数がある場合は、これを切り捨てた値とする。
　３　産地が千早赤阪村及び河南町の産地であるおおさか河内材を使用する場合は、当該使用量又は使用表面積に係る補助金額に０.５を乗じた額とする。
４　使用量補助事業について、既に補助金の交付を受けた店舗等を対象とする場合の補助金の額は、おおさか河内材の使用量を既に補助金を交付したものと累計したうえで算出した補助金額から既に交付した補助金の額（使用面積補助事業において交付した補助金の額を除く。）を差し引いたものとする。ただし、当該店舗等を対象として補助金を交付した年度の翌年度から起算して１０年を経過している場合は、この限りではない。
